
第一種公衆電話の故障修理に係る施設保全費について

１．第一種公衆電話の施設保全費の状況

（１）平成１７年度の施設保全費の状況

平成１７年度の第一種公衆電話の施設保全費は、設置台数を維持している

中、対前年度比▲３％（▲８千万円）の削減を図りました。

このうち、故障修理に係る費用は、対前年度比▲１％（▲３千万円）の削

減を図りました。

〔参考資料 １－(１)〕平成１７年度の施設保全費の状況

（２）故障修理に係る費用の内訳

故障修理に係る費用には、①修理に係る作業費、②故障・老朽化に伴う修

理用物品費が含まれています。
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（参考）実際の故障修理の例

・離島における公衆電話の故障修理には、移動手段が船舶となるため、移動に長時間を要する場合があります。また、海岸付近

に設置された公衆電話は塩害による故障が顕著となっており、夏場には台風により甚大な被害を被る場合もあります。





（４）盗難・破損に係る対応について

・公衆電話機の盗難や電話ボックスの破損が発生した場合には、お客様への注意書きの表示や飛散したガラスの片付け等

を行うとともに、被害状況を警察に報告し、現場検証への立会いや被害届の提出等を行う作業が必要になります。
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